
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税の中間申告～新年度に確認すべきことと失念対策～ 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 
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◆消費税の中間申告と納税 

 事業者は、前課税期間（個人の場合は前年、法

人の場合は前事業年度）の消費税の年税額（地

方消費税額は含みません）が一定額を超える場

合、消費税の中間申告と納税をしなければなり

ません。中間申告の回数は、直税課税期間の年

税額に応じ、48万円超は年 1回、400万円超は

年 3回、4,800万円超は年 11回です。 

 前課税期間の確定申告が終わった時点で、新

年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定

します。前課税期間の消費税が増え、中間申告

すべき回数が増える場合には、申告納付を失念

しないよう留意が必要です。法人税の中間申告

は前期の税額にかかわらず年 1 回です。中間申

告は 6 か月経過後から 2 か月以内という固定観

念をお持ちの場合、特に注意が必要です。 

 

◆前期間基準の場合申告なしでも納税額確定 

 中間申告の方法は、前期間基準による申告と

仮決算に基づく 2 つの方法があります。中間申

告期限までに申告書の提出がなかった場合に

は、前課税期間基準による申告書の提出があっ

たものとみなされる特例が設けられています。

そのため、申告書の提出を失念した場合、前課

税期間基準による納税額が確定しています。納

付が遅れると、期限後納付として延滞金等が発

生します。 

◆電子申告なら「お知らせ」メッセージ有 

 国税庁では、e-Tax で法人税申告書を提出し

た法人に対し、行政経費の削減に努めるため、

法人税の予定申告書用紙を送付しないことと

しています。消費税は、当面、中間申告書用紙

が送付されることとなっています。が、法人の

電子申告利用率が法人税および消費税とも令

和 2年度で 85%（令和 3年 10月発表）を超え

たことを鑑みると、そのうち廃止されるものと

思われます。 

 中間申告が必要であるという概念が抜け落

ちているときに届いた税務署からの郵送物は、

開封されぬまま放置されたりゴミ箱行きとな

ってしまっていたりのケースもありました。前

年分の申告を電子申告で行っていれば、中間申

告対象期間の翌月の初日には、「消費税中間申

告書提出についてのお知らせ」が e-Taxのメ 

ッセージボックスに格納されます。そして、e-

Taxの利用者登録情報に、会社担当者のメール

アドレスと会計事務所のメールアドレスを登

録しておくと、e-Tax メッセージが格納された

ことが通知されます。会社と会計事務所のダブ

ル体制でうっかり失念の回避対策が図れます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆領収書と領収証 

 「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受

取証書＝現金・商品を受け取った事実を証明する

書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般

的な市販品では「領収証」という記載が多くなって

います。ただ印紙税法では、「領収書」を領収証・

レシート・受領書等の総称として使っている感が

あります。本文でも以下総称として「領収書」とい

たします。 

 

◆領収書と印紙税 

 領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第 17号

文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印

紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を

証明するために作成し、その支払者に交付する証

拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収

証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受

取事実を証明するために請求書や納品書などに

「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、

お買上票などでその作成の目的が金銭または有価

証券の受取事実を証明するものであるときは、金

銭または有価証券の受取書に該当します。この 17

号文書に該当した場合は、記載された金額により

印紙税がかかります。10億円を超える金額では 20

万円の印紙税がかかります。 

 

◆売上代金以外の領収書 

 売上代金として受領した「領収書」は前述の通

り、その記載された金額により印紙税がかかりま

すが、売上代金以外の「領収書」は 5万円未満のも

のは非課税で 5 万円以上のものは 200 円の印紙税

という区分だけです。 

売上代金以外での金銭等の「領収書」としては、

借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の

受領書等があります。 

 

◆営業目的以外の領収書 

 営業とは営利を目的として行われる行為ですか

ら、営利を目的としない公益法人や自治体や商売

をしていない個人などが金銭等の受領の証として

「領収書」を発行しても印紙税はかかりません。 
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領収書と印紙税 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

「ＳＯＳ」は海上で遭難

した時に救助を求める

ためのモールス符号で

何かの略語ではない。 


